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エグゼクティブ・サマリー
欧州連合（EU）は、オンライン事業者、特にスタートアップや中小企業の成長を加速
させることでデジタル経済を支えることを目的として、物品の電子商取引に係る付
加価値税（VAT）コンプライアンス義務を簡素化する新しい規則に合意しました。

当改正は、2021年までに順次発効します。主要な措置には、オンライン販売に係
るVAT登録の一元化、EU域外からの22ユーロ以下の小額貨物の輸入に係るVAT
免税措置の廃止、及びクロスボーダーの売上が10万ユーロ未満の事業に対する
簡素化ルールが含まれます。さらに、大規模なオンライン・マーケットプレイスは、そ
のプラットフォームにおける売上に係るVAT徴収について責任を有することとなり 
ます。

http://www.eytax.jp/tax-library/newsletters/index.html
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詳細解説
2017年12月5日に開催されたEU財務大臣会議（ECOFIN）に
おいて、加盟国は、現在オンラインで事業を行う中小企業が直
面しているコンプライアンス負担を軽減するための新たなVAT
コンプライアンス措置に合意しました。内容は次のとおりです。

• 物品をオンラインで販売する企業は、EU内におけるすべて
のVATコンプライアンスを、自国の税務当局により自国語
で提供されるデジタルオンラインポータルを通じて処理す
ることができます（ワンストップショップ）。このルールは、電
子サービス（eサービス）のオンライン販売事業者向けミニ
ワンストップショップ（MOSS）システムとしてすでに存在して
いるものです。

• 第三国からの150ユーロ未満の遠距離販売のための新し
いポータルが開設されます。

• 大規模オンライン・マーケットプレイスは、そのプラットフォ
ーム上で行われる非EU加盟国の企業によるEUの消費者に
対する販売について、はじめてVATを徴収する責任を負い
ます。これには、非EU企業がEU域内の倉庫（いわゆる配送 
センター）にすでに保管している商品の販売が含まれます。
配送センターは、EU内の消費者にVATを不正に賦課せず販
売するために頻繁に使用されています。

• スタートアップや中小企業を支援するため、オンライン企業
に対する年間1万ユーロのVAT基準額を導入します。EU域
内の他の国へのクロスボーダー売上額がこの金額未満の
場合、当該取引は国内取引として取り扱われ、自国の税務当
局にVATを納付することができます。これは、一元化された
インボイスルールなどの他の取り組みと連携しています。
目的は、EU単一市場での取引を可能な限り企業の自国で
の取引と同様なものとすることです。また、クロスボーダー
売上額が10万ユーロ未満の企業は、簡略化ルールの恩恵
を受けることができます。

• EU企業にとって不公平な競争と歪曲をもたらしている、EU
域外からの22ユーロ以下の小額貨物の輸入に係るVAT免
税制度が廃止されます。

これらの措置により、中小企業のコストを大幅に削減し、電子商
取引からのVAT税収の増加が期待されています。

欧州委員会は、現在MOSSを適用せずに事業を行っている企業
は、その供給先である各加盟国におけるVATコンプライアンス
に対して、平均で年間8,000ユーロの費用が生じているとして
います。MOSSシステムの拡張によって、企業のコンプライアン
ス関連コストが23億ユーロ削減される一方で、加盟国のVAT
税収は年70億ユーロ超の増収が見込まれます。

新規則は2021年までに順次発効し、VATが最終消費者の加
盟国で支払われ、EU加盟国間の公平な税収配分につながるこ
とを目指しています。これらは、eサービスの販売についてすで
に導入されているEUにおけるVAT徴収の新しいアプローチを
確固たるものとし、欧州デジタルシングルマーケット（DSM）戦
略の中核となる公約を果たすものです。欧州委員会によるEU
のVAT改革に関する直近の提案にあるように、今回の合意はま
た、EUの単一VATエリアに係る最終的な解決策の新たな一歩
となるものです。

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/05/vat-on-electronic-commerce-new-rules-adopted/#
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-strategy-europe-com2015-192-final
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-strategy-europe-com2015-192-final
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_en.htm


3Japan tax alert   2017年12月20日  |

EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリー
ダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらし
ます。私たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献
します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネットワークであり、単体、もし
くは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アン
ド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していませ
ん。詳しくは、ey.com をご覧ください。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組
織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワーク
を駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わ
せて税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しく
は、www.eytax.jp をご覧ください。
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本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com

メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. http://www.eytax.jp/mailmag/ を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がござい
ます。

@EY_TaxJapan
最新の税務情報を配信しています。

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。
EY税理士法人
大平 洋一 パートナー yoichi.ohira@jp.ey.com
古市 泰之  マネージャー yasuyuki.furuichi@jp.ey.com
ジャン フランソワ・デニス マネージャー jean-francois.denis@jp.ey.com
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